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本
稿

は
た
ま
た
ま
遇
目
し
た
吏
料
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
を
得
た
盤
珪
永
琢
の
二
人
の
弟
子
、

あ
る
。

一
、
普
凌
通
要

家
蔵

の
道
者
超
元

(
?

～

一
六

六

〇

)

の
墨

蹟

の
中

に
次

ぎ

の

よ

う

な

も

の

が

あ

る

。

坐
臥
経
行

通
要

不
要
殿
号

普
凌
通
要
と
禅
岩
文
心
の
伝
記
の
紹
介
で

這
箇
漢

不
要
讃

道
者
元
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筆
者

は
長
年
こ
の
書
幅
は
、
道
者
が
弟
子
に
与
え
た
道
号
、
並
び
に
そ
の
頒
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
『南
山
道
者
禅
師
語
録
』
を

一
覧
す

る
機
会
が
あ
り
、
そ
の
理
解
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。道
者
の
語
録
の
偶
頒
の
項
を
繕
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
偏
が
並
ぶ
。

示
通
宗

言
言
諦
理
、
句
句
朝
宗
、
佛
法
無
多
、
聲
前
相
逢
、

示
通
震

一
震
玄
雷
、
十
方
電
光
、
毘
盧
頂
印
、
箇
箇
圓
通
、

示
通
黙

將
來

無
相
貌
、
萬
象
本
歴
然

堅
密
金
剛
艘
、
森
羅
演
黙
傳
、

示
通
栄

大
道

莫
留
言
、
通
身
不
可
傳
、
花
開
正
眼
底
、

一
咲
自
天
然
、

こ
れ
ら
は
す
べ
て
道
者
の
も
と
で
新
し
く
出
家
し
た
弟
子
に
与
え
ら
れ
た
法
韓
で
あ
り
、
道
者
の
弟
子
の
系
字

(法
誰
の
上
の

一
字
)

が

「通
」
字
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は

一
種
の
安
名
と
い
っ
て
よ
く
、
号
頒
の
よ
う
に

一
つ

一
つ
の
法
誹
に

つ
い

て
道
者

が
偶
頒
を
授
け
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

所
掲

の
通
要
も
、
道
者

の
語
録
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
述
の
通
宗
、
通
震
、
通
黙
、
通
栄
等
と
同
じ
く
道
者

の
剃
度
を
受
け
、

通
要
と
安
名
さ
れ
た
弟
子
の

一
人
と
考
え
ら
れ
る
。

道
者

は
慶
安
四
年

(
一
六
五

一
)
に
長
崎
に
渡
来
し
、
万
治
元
年

(
一
六
五
八
)
に
は
中
国
に
回
樟
し
て
い
る
の
で
、
日
本
滞
在
は
足

か
け
八
年
に
過
ぎ
な

い
。
道
者
が
去

っ
た
後
、
こ
れ
ら

の
弟
子
達
は
ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
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道
者

の
も
と
に
は
当
時
臨
済
、
曹
洞
の
僧
籍
を
有
す
る
俊
秀
の
徒
が
参
集
し
て
い
た
が
、
道
者
の
帰
樟
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
身

の
宗
派

の
寺
院
、
師
僧
の
も
と
に
帰
り
、
後
に
大
成
し
て

一
派

の
重
鎮
と
な

っ
た
人
が
多

い
。
そ
の
例
は
殊
に
曹
洞
宗
に
著

し
く
、
中
で
も
独
庵

玄
光
、
悦
巖
不
禅
、
雲
山
愚
白
、
普
峰
京
順
な
ど
は
知
ら
れ
る
。
既
に

一
山
の
住
持
で
あ

っ
た
鉄
心
道
印
も
、
道
者

に
謁
し
て
大
き
な
影

響
を
受
け

て
い
る
。

臨
済
宗
で
は
盤
珪
永
琢
が
最
も
知
ら
れ
、
無
門
原
真
も
道
者

の
馨
咳
に
接
し
た

一
人
で
あ
る
。
古
月
禅
材
の
師

・
賢
巖
禅
悦
も
、
多
福

寺
住
山
後
道
者
を
訪
ね

て
親
交
を
結
ん
で
い
る
。
臨
済
宗

の
出
身
な
が
ら
後
に
道
者

の
法
伯
隠
元
隆
埼
の
黄
奨
派
に
転

じ
た
人
に
、
木
庵

下
の
慧
極
道
明
が
あ
る
。

こ
れ
ら

の
人
々
に
は
帰
る
べ
き
寺
院
、
寄
る
べ
き
師
匠
が
あ

っ
た
が
、
道
者
剃
度

の
弟
子
達
は
、
道
者
の
帰
樟
に
よ

っ
て
寄
る
辺
を
失

っ

て
し
ま
う
。
上
述
の
五
人
の
道
者
の
弟
子
達
の
そ
の
後
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
僅
か
に
通
要
の
晩
年
を
さ
ぐ
る
こ
と
を
得
た
の
で
以
下

に
述
べ
て
み
た

い
。

盤
珪

の
行
状
を
述
べ
た

『大
法
正
眼
国
師
行
業
曲
記
』
は
前
後
二
部
よ
り
な
り
、
前

の
部
は

「行
業
曲
記
」
、
後
の
部
は

「贅
語
」
と
題

し
、
盤
珪
の
逸
話
や
言
説
が
記
さ
れ
る
。
編
者
は
盤
珪
手
度

の
弟
子
山
堂
知
常
で
、
延
享
四
年

(
一
七
四
七
)

の
編
、

そ
の
二
年
後
山
堂

は
八
十

二
歳
で
示
寂
し
て
い
る
。

そ
の

「贅
語
」

の
七
〇
に
、
次
ぎ
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

「師
、
弟
子
に
通
要
と
い
う
者
あ
り
、
綿
密

の
士
な
り
。
而
し
て
項
細
の
作
務
に
辟
す
。
遺
粘
を
碓
房
に
拾

い
、
流
菜
を
水
辺
に
収
む
。

師
こ
れ
を
戒
し
む
。
要
、
動
も
す
れ
ば
庫
下
を
捜
索
し
。
廊
廉
を
尋
検
し
て
、
至
ら
ざ
る
な
し
。
師

こ
れ
を
按
す
。
要
、
教
大
梁
に
頼
り

て
俄
謝

す
。
年
所
を
歴
る
と
錐
も
而
か
も
師
こ
れ
を
容
さ
ず
。
要
、
哀
求
し
て
漸
く
衆
に
入
る
。
要
、
出
て
師
を
礼
す

。
師
笑

っ
て
曰
く
、

見
ざ
る

こ
と
ま
た
久
し
、
老
脊
弥
々
痩
む
、
と
。
人
余
多
く
其
の
真
慈
実
承
の
殊
勝
な
る
を
感
ず
。
抑
も
惟
う
に
、
要

の
器
小
な
る
を
以
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て
、
師
慈
悲
も
て
提
摯
し
て
、
肯
て
遷
さ
ざ
る
か
」

(原
漢
文
)

文
中

に
出

て
く
る
師
は
即
ち
盤
珪
永
琢
で
あ
り
、
教
大
梁
は
盤
珪
の
後
を
継
い
で
網
干
の
龍
門
寺

二
世
と
な

っ
た

、
大
梁
祖
教
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の

一
文
に
よ

っ
て
道
者

の
帰
樟
後
、
通
要
は
曽
て
道
者
の
会
下
で
同
参
の
盤
珪
の
門
下
に
入
り
、
龍
門
寺
に
あ

っ
て
綿
密
な

日
常
を
送

っ
て
い
た
こ
と
、
通
要
の
器
量
の
極
め
て
小
な
る
た
め
、
や
や
も
す
れ
ば
項
細
な
作
務
に
辟
よ
り
過
ぎ
、
盤
珪
に
よ

っ
て
按
さ

れ
、
容
易
に
許
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
、
寄
る
年
波

の
た
め
、
通
要
の
老
脊

の
弥
々
曲
が

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
り
得
る
。

そ
し

曽
て
道
者
が
通
要
の
法
誰
に
対
し
て
述
べ
た
、
「坐
臥
経
行
、
這
箇

の
漢
、
殿
る
こ
と
も
要
せ
ず
、
讃
め
る
こ
と
も
要
せ
ず
」
の

一
句
が

思
い
あ

わ
さ
れ
る
。
尚
お
通
要
の
道
号
普
波
に

つ
い
て
は
、
赤
尾
編

『盤
珪
禅
師
全
集
』
三
四

一
頁
を
参
照
さ
れ
た

い
。

さ
ら

に
も
う

一
つ

『
正
眼
国
師
逸
事
状
』
三
六
の

一
文
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
同
書
は
大
洲
如
法
寺
五
世
逸
山
祖
仁
の
弟
子
、
大
鼎
禅

圭

(江
戸
下
谷
済
松
寺
)
の
編
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

②

「禅

仙
、
師
の
左
右
に
在
り
て
、
弁
事
、
仙
陀
婆
の
如
し
。

一
日
、
命
じ
て
急
に
之
を
按
せ
し
む
。
人
、
真

の
由
を
図
る
こ
と
莫
し
。

一
日
、
復
た
通
要
を
按
せ
し
む
。
要
は
道
者

の
会

下
に
在
り
て
、
師
と
久
要
有
り
。
然
し
て
齢
七
旬
に
及
ぶ
。
進
修
解
ら
ず
。
是
れ
賞
す

べ
く
し

て
、
之
を
罪
す
。
蓋
し
為
に
す
る
所
有

っ
て
、
以
て
然
ら
し
む
る
か
。
皆
其
の
病
根
に
針
灸
す
。
其

の
自
悔
自
臓
し
て
、
以
て
大

い
に
道

念
を
増
す
。
師
の
大
悲
心
、
心
に
銘
し
骨
に
鑛
み
、
徳
を
感
じ
て
忘
れ
ず
。
其
の
機
密
、
誰
か
敢

て
之
を
窺

わ
ん
。

夫
れ
人
の
知
る
所
を
知
る
。
之
を
有
思
量
智
と
謂
う
。
不
生
の
仏
智
は
、
般
若
に
讃
す
る
所
の
無
分
別
智
な
り
。
今
相
似
の
禅
師
、
経

録
を
講
演
す
る
や
、
辮
瀾
は
演
史
の
如
し
。
軽
心
浮
識
を
以
て
、
曙
禿
を
し
て
白
地
に
踊
躍
せ
し
む
。
智
人
は
安
ぞ
敢
て
之
を
首
肯
せ
ん

や
。
師
常
に
衆
に
示
し
て
曰
く
、
須
く
人
を
知
る
の
眼
を
具
す
べ
し
と
。
夫
れ
是
れ
之
を
謂
う
か
。
」
(原
漢
文
)
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如
上

の

一
文
に
多
少
の
説
明
を
加
え
る
と
、
禅
仙
は
盤
珪
下
の
大
随
祖
壁
の
法
嗣

・
大
仙
禅
仙

(?
～

一
七
三
八
)
を
指
す
。
京
都
入

幡
の
慶
春
庵

(廃
庵
)

の
住
持
。

通
要

は
こ
こ
で
も
盤
珪
に
よ

っ
て
按
せ
ら
れ

て
い
る

(前
項
引
用
文
中

の
こ
と
と
同
じ
事
件
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
)
。
し
か
し

編
者
大

鼎
の
筆
は
通
要
に
同
情
的
で
あ
る
。
大
鼎
は
盤
珪
と
通
要
と

の
間
に
は
、
久
要

(前
か
ら
の
約
束
)
が
あ

っ
た
と
す
る
。
(
「歳
を

と

っ
た
ら
俺
が
面
倒
み
よ
う
」
と

い
う
よ
う
な
話
は
、
余
り
に
も
下
世
話
に
過
ぎ
る
か
)
。
し
か
し
通
要
の
齢
は
既
に
七
十
に
及
ん
で
い
る
。

盤
珪
の
遷
化
が
七
十

二
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、盤
珪
と
通
要
は
同
年
か
あ
る
い
は
通
要
の
方
が
年
輩
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。

大
鼎
は

「し
か
も
通
要
は
進
修
解
ら
ず
。
是
れ
賞
す
べ
く
し
て
、
之
を
罪
す
」
と
、
盤
珪
の
態
度
に
い
さ
さ
か
不
審

の
念
を
表
明
し
て
い

る
か
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
大
鼎
は
こ
こ
で

「蓋
し
為
に
す
る
所
有

っ
て
、
以
て
然
ら
し
む
る
か
」
と
思

い
改
め
、
「皆
病
根
に
針
灸
す
。
其
の
自
悔
自
戯
し

て
、
以

て
大
い
に
道
念
を
増
す
。
師
の
大
悲
心
、
心
に
銘
し
骨
に
鎭
む
。
徳
を
感
じ
て
忘
れ
ず
。
其
の
機
密
、
誰
か
敢
て
之
を
窺
わ
ん
」

と
、
盤

珪
の
不
生

の
仏
智
の
大
慈
悲
に
言
及
し
て
い
る
。

二
、
禅
岩
文
心

大
分
県
東
国
東
郡
国
東
町
妙
心
寺
派
安
国
寺
に
、
未
公
開
の
盤
珪

の
書
状
四
通

一
巻
が
襲
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
、
そ
れ
ら
の
書
状
の

一
通

の
巻
頭
に
以
下
の
如
き
文
章
が
あ
る
。

二

筆

致
啓
上
候
。
其
元
弥
御
無
事
に
御
座
候
哉
承
度
存
候
。
我
等
気
色
も
弥
能
御
座
候
条
、
可
御
心
安
候
。
然
者

昨
日
者
勅
使
首
尾
能

仕
舞
今

日
祖
運
も
被
致
入
院
候
。
萬
事
首
尾
能
御
座
候
而
致
満
足
候
。
(以
下
略
)
」

書
状

の
宛
先
は
、
盤
珪
の
大
檀
越
と
称
さ
れ
る
網
干
浜
田
の
豪
商
灘
屋
三
兄
弟
の

一
人
、
佐
々
木
十
郎
右
衛
門
正
意
で
あ
り
、
書
状

の
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末
尾
の
日
付

「後
ノ
極
月
十
八
日
」
に
よ

っ
て
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)

閏
十
二
月
十
八
日
に
書
か
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
時

に
盤
珪
五
十
六
歳
。

し
か
し
な
が
ら
書
状
に
見
え
る
盤
珪
下
の
系
字

の
祖

の
字
を
冠
し
た
祖
運

と
い
う
弟
子
の
名
に
心
当
た
り
は
無
い
し
、
第

一
盤
珪
自
身
が
妙
心
寺

へ

奉
勅
入
寺
し
た
の
が
、
こ
れ
よ
り
わ
ず
か
五
年
前
の
寛
文
十
二
年

(
一
六

七
二
)

の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
こ
の
年
は
や
く

も
勅
使
を
迎
え
て
入

院
し
た
弟
子
の
祖
運
と
は

一
体
何
者

で
あ
ろ
う
か
。

は
た
ま
た
論
命
入
寺

し
た
寺
と
は
ど
こ
の
何
寺
で
あ
ろ
う
か
。
不
審
に
か
ら
れ

て
調
べ
た
禅
僧

祖
運
の
生
涯
の
軌
跡
が
、
以
下
に
述
べ
る
拙
文
の
主
題
で
あ
る
。

祖
運

(仮
に
こ
う
呼
ん
で
お
こ
う
)
は
九
州
に
お
け
る
山
岳
宗
教
、
修

験
道
の
拠
点
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
る
、
豊
前
彦
山
権
現
の
座
主
有
清

の
子
と
し
て
、
寛
永
十
五
年

(
一
六
三
八
)
に
出
生

し
て
い
る
。
父
有
清

は
岩
倉
具
尭

の
第
二
子
で
、
幼
に
し
て
彦
山
座
主

の
嗣
と
な
り
、
長
じ
て
座
主
の
娘
と
結
婚
、
三
子
を
設
け
て
い
る
。
長
男
亮
有
は
彦
山

お

た

ぎ

座
主

の
あ
と
を
嗣
ぎ
、
次
子
は
権
大
納
言
中
院
通
純
の
養
子
と
な
り
、
新
に
愛
宕
家
を
起
し
た
通
福

(
一
六
三
四
～
九
九
)
で
あ
る
。
第

三
子

の
祖
運
は
十

一
歳
に
し
て
母
を
喪

い
、
祖
父
の
岩
倉
具
尭
に
呼
ば
れ
て
上
洛
、
仁
和
寺
法
親
王
に
仕
え
る
こ
と

に
な

っ
た
。
十
三
歳
、

菩
提
院
某
僧
正
の
も
と
に
投
じ
て
薙
染
、
密
乗
に
つ
い
て
習
学
を
続
け
る
。
十
九
歳
、
別
に
教
外

の
宗
あ
る
こ
と
を
知
り
、
相
国
寺
に
錫

を
転
じ
て
農
昏
修
禅
に
つ
と
め
た
。
し
か
し
留
ま
る
こ
と
二
年
に
し
て
祖
運
は
、
後
に
青
蓮
院
門
主
と
な
る
幼
少
の
尊
証
親
王
の
補
佐
役

と
し

て
、
親
王
の
父
、
後
水
尾
法
皇
に
召
さ
れ
、
青
蓮
院
に
入
り
、
粟
田
口
の
定
法
寺
に
院
室
を
賜

っ
て
尊
証
親
王
と
も
ど
も
天
台
教
学



の
深
奥
を
探
る
こ
と
に
な

っ
た
。
祖
運
は
後
に
粟
田
口
定
法
寺

の
広
助
僧
都
と
し
て
世
に
顕
れ
る
こ
と
に
な
る
。

伊
予

の
大
洲
の
如
法
寺
は
、
盤
珪
開
創
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
同
寺
二
世
と
な

っ
た
潜
岳
は
、
元
は
天
台
宗
播
州
揖
東
郡
斑
鳩
郷

仏
餉
院

の
住
職
寂
阿
で
あ
り
、

つ
と
に
台
教
の
義
虎
と
し
て
名
声
を
博
し
て
い
た
。
あ
る
時
郷
人
の
勧
め
に
よ

っ
て
、
近
く
の
網
干
龍
門

寺
の
盤
珪
に
参
見
、
問
答
往
返
し
て
遂

に
心
服
し
、
弟
子
の
礼
を
と
り
更
衣
改
名
、
祖
量
と
称
す
る
こ
と
に
な
る
。
盤
珪
を
輔
翼
す
る
こ

と
年
久

し
く
、
大
洲
藩
主
加
藤
泰
恒

の
懇
望
に
よ

っ
て
如
法
寺
に
晋
住
、
潜
岳
と
号
し
名
を
祖
龍
と
改
め
て
い
る
。

こ
の
仏
餉
院
寂
阿
が
か

つ
て
比
叡
山
に
在

っ
た
時
、
た
ま
た
ま
粟
田
口
定
法
寺

の
広
助

(祖
運
)
と
同
学
で
あ
り
、

一
所
に
勤
め
る
こ

と
が
あ

っ
た
。
尊
証
法
親
王
が

つ
つ
が
な
く
青
蓮
院
門
跡
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
広
助

(祖
運
)
は
定
法
寺
を
退
き
、

白
鴎
と
号
し
て
遁
世

の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
旧
知

の
寂
阿
の
寺
、
仏
餉
院
を
訪
ね
る
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
同
院
に
白
鴎

の

一
偶
が
遺
さ
れ

て
い
る
。

盤珪下の普凌通要と禅岩文心

 

7

寂
莫
た
り
斑
鳩
寺

松
林
遠
村
に
入
る

翠
薙
古
壁
に
垂
れ

緑
樹
高
門
を
続
る

飛
燕
危
楼
に
圏
ぎ

鳴
鳩
空
殿
に
喧
し

時
に
感
慨
の
生
ず
る
有
り

停
立
し
て
吟
魂
を
費
す
。

寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)

の
こ
と
と
さ
れ
る
。

寂
阿

の
勧
め
に
よ

っ
て
か
、
あ
る
い
は
寂
阿
と
と
も
に
か
、
そ
の
辺
の
経
緯
は
定
か
で
な
い
が
、
白
鴎

(広
助
)
も
盤
珪
に
参
見
し
や

が

て
改
衣
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
盤
珪
よ
り
祖
運
と
安
名
さ
れ
る
。
以
後
盤
珪
に
従

っ
て
龍
門
寺

・
如
法
寺

・
地
蔵
寺
と
所
住
を
移
し
、
お
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よ
そ
十
寒
暑
を
過
ご
す

こ
と
に
な
る
。

丹
波
の
大
梅
山
法
常
寺
は

一
綜
文
守
開
山
の
寺

で
あ
る
。

一
縣

(
一
六
〇
八
～
四
六
)
は
岩
倉
具
尭

の
第
三
子
で
、
先
に
述

べ
た
祖
運

の
父
、
彦
山
権
現
の
座
主
有
清
の
弟
に
当
た
る
。
十
九
歳
の
時
、
棋
尾
心
王
院

の
賢
俊
律
師
に
就

い
て
剃
髪
受
戒
、
堺
南
宗
寺

の
沢
庵
に

参
じ
、
後
に
愚
堂
東
寡

の
法
を
嗣
ぐ
。
後
水
尾
上
皇
の
こ
帰
信
殊
に
篤
く
、
寛
永
十
五
年

(
一
六
三
八
)
に
は
西
賀

茂
の
霊
源
寺
、
同
十

八
年
に
は
法
常
寺
の
開
山
と
な
り
、
同
二
十
年
、
江
州
永
源
寺

の
第
八
十
世
住
持
と
し
て
住
山
す
る
に
至
る
が
、
正
保
三
年
、
三
十
九
歳

の
若
さ
で
示
寂
す
る
。

一
綜
の
病
篤
し
と
聞
こ
し
召
さ
れ
た
上
皇
は
、
わ
ざ
わ
ざ
医
を
遣
わ
し
て
診
せ
し
め
ら
れ
た

と
い
う
。
上
皇
の
震

憂
は
深
か

っ
た
。

,

法
常
寺
二
世
と
し
て

一
綜
の
後
を
継

い
だ
の
は
、
雪
光
文
鎧

(『
仏
頂
国
師
語
録
』
の
編
者
光
頗
)
で
あ
る
が
、
雪
光
も
寛
文
十
二
年

(
一

六
七

二
)
遷
化
、
法
常
寺
は
空
席
の
ま
ま
と
な
り
、
こ
の
こ
と
が
ま
た
後
水
尾
法
皇
の
震
襟
を
悩
ま
す

こ
と
に
な

っ
た
。

一
綜
寂
後
三
十
年
に
当
た
る
延
宝
三
年

(
一
六
七
五
)
、法
皇
は

一
綜
の
遺
範
を
偲
ん
で
ひ
そ
か
に
定
慧
明
光
仏
頂
国
師
と
認
さ
れ
る
が
、

そ
の

二
年
後
の
延
宝
五
年
に
、
近
衛
基
煕
は
、
法
皇
の
皇
子
に
当
た
る
妙
法
院
尭
恕
、

一
乗
院
真
敬
、
-青
蓮
院
尊
証
等
各
法
親
王
、
並
び

に
円
照
寺
の
大
通
公
主
等
と
議
し
て
、

一
縣

の
俗
姪
に
当
た
る
祖
運
を
、
行
業
兼
備
の
故
を
以

っ
て
法
常
寺

の
後
継
者
に
推
し
、
そ
の
由

を
法

皇
に
奏
上
す
る
。
尊
証
法
親
王
の
補
佐

の
役
を
長
年
勤
め
た
祖
運

(定
法
寺
広
助
)
に
対
し
て
、
も
と
よ
り
法
皇
も
異
存
の
あ
ろ
う

は
ず

は
な
く
、
直
ち
に
祖
運
の
俗
兄
愛
宕
中
納
言
通
福
を
勅
使
に
仕
立
て
、
山
科
地
蔵
寺
滞
留
中
の
盤
珪

の
許
し
を
得

て
、
め
で
た
く
法

常
寺

入
院
の
運
び
と
な
る
。
即
ち

一
綜
の
法
孫
、
知
明
浄
因
の
法
統
を
継
ぐ
こ
と
に
よ

っ
て
、
法
常
寺
三
世
と
な

っ
た
禅
岩
文
心
が
、
祖

運
そ
の
人
で
あ

っ
た
。
翌
延
宝
六
年
は

一
縣

の
三
十
三
回
忌
に
当
た
り
、
新
住
持
禅
岩
主
宰
の
も
と
厳
粛
に
法
要
が
営
弁
さ
れ
た
。
法
皇

は
霊
源

寺
と
法
常
寺
を
改
め
て
勅
願
所
と
定
め
ら
れ
た
。
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当
時
、
愛
宕
中
納
言
通
福

の
息
女
、
源
内
侍

の
局
は
霊
元
天
皇
の
寵
を
受
け
て
第

二
皇
子
を
出
産
し
、
皇
子
は
二
宮
と
称
さ
れ

て
い
た

が
、
延
宝
六
年
、
仁
和
寺
門
主
性
承
法
親
王

(後
水
尾
皇
子
)
が
示
寂
さ
れ
る
に
当
た

っ
て
、
そ
の
嗣
と
し
て
附
弟

と
な
ち
れ
た
。
八
歳

で
あ

っ
た
。
そ
の
翌
年
は
ま
だ
母
源
内
侍
の
局
と
里
御
房
に
お
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
母
に
つ
れ
ら
れ
て
山
科
の
地
蔵
寺
を
訪
れ
、
は

じ
め
て
盤
珪
に
相
見
し
て
親
し
く
法
要
を
聴
聞
し
、
深
く
帰
依
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
以
後
仁
和
寺
門
主
寛
隆
法
親

王
と
し
て
、
三
十
六

歳
で
世
を
終
わ
る
ま
で
、
盤
珪

へ
の
帰
信
は
続
い
て
い
る
。
(盤
珪
の
語
録

の
中
に
は
、
こ
の
寛
隆
法
親
王
に
贈

っ
た
偶
頒
二
首
も
収
録
さ

れ
て
い
る
)
。

俗
弟

祖
運
を
介
し
て
の
愛
宕
家

一
族
の
、
盤
珪

へ
の
深
い
信
仰

の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
当
時

の
山
科
地
蔵
寺
に
は
、
源
内
侍

の

局
を
は
じ
め
、
霊
元
天
皇
の
サ

ロ
ン
の
構
成
者
の
多
く
が
参
じ
て
、
盤
珪
の
不
生
禅
を
聴
聞
し
て
い
る
。
霊
元
天
皇

の
御
用
絵
師
で
あ

っ

た
山
本

素
軒
も
そ
の

一
人
で
、
素
軒
が
盤
珪
の
頂
相
を
数
多
く
描
い
て
い
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
(盤

珪
自
身
に

つ
い
て
い

え
ば
、
す

で
に
寛
文
十
二
年

(
一
六
七
八
)
六
月
二
十
三
日
、
妙
心
寺
二
百
十
八
世
と
し
て
奉
勅
入
寺
、
即
日
謝
恩
参
内
し
て
霊
元
天
皇

に
は
対

面
し
て
い
る
)
。

法
常
寺
に
伝
わ
る
禅
岩
の
伝
記
に
は
誌
さ
れ

て
い
な
い
が
、
逸
山
祖
仁
編
す
る
と
こ
ろ
の

『盤
珪
禅
師
法
語
』
に
は
、

「後
に
禅
岩
、
公

家
方
俳

回
せ
ら
れ
、
師

の
許
可
も
あ
り
し
な
ど

の
風
聞
有

て
、
師
、
義
絶
し
玉
ふ
」
と
見
え
る
。
禅
岩
は
俗
縁
の
岩
倉

、
愛
宕
、
中
院
及

び
そ
の
周
辺
の
公
家
方
を
廻

っ
て
、
時
に
盤
珪
の
印
可
を
得
た
と
言
う
よ
う
な
こ
と
を
口
外
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ

の
こ
と
が
盤
珪
の
逆

鱗
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
盤
珪
が
禅
岩
を
義
絶
し
た
の
は
、
お
よ
そ
貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)

の
頃
と
推
察
さ
れ

る
が
、
法
の
た
め
と

は
い
え
、
紫
衣
勅
許
の
和
尚
を
も
断
固
義
絶
す
る
盤
珪
の
厳
し
い
態
度
に
は
、
思
わ
ず
息
を
の
む
。

禅
岩
義
絶
後
、
愛
宕
家
の
方
も
自
然
に
盤
珪
と
の
法
縁
が
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
地
蔵
寺
檀
越

の
医
師
瀬
尾
宗
覚

は
、
か
ね
て
愛
宕
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通
福
と
も
泥
懇
の
仲

で
あ

っ
た
が
、

法
語
』
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

一
日
盤
珪

の
も
と
に
参
じ
て
愛
宕
家

一
族
の
困
惑
と
苦
衷
の
程
を
伝
え

て
い
る
。
再
度

『
盤
珪
禅
師

「禅
岩
義
絶
に
付
我
等
ま
で
も
法
縁
断
絶
に
及
び
嘆
息
限
り
な
し
。
最
早
年
よ
り
、

免
あ
る

に
於
て
は
有
難
く
存
ず
べ
し
。
然
ら
ば
我
等
も
再
び
法
雨
に
露
ひ
申
す
べ
し
」

兄
弟
と
て
も
禅
岩

一
人
也
。
何
と
ぞ
禅
岩
義
絶
宥

こ
の
よ
う
な
愛
宕
通
福

の
哀
切
の
心
情
を
、
瀬
尾
宗
覚
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
る
と
、
よ
う
や
く
盤
珪
も
点
頭
あ

っ
て
禅
岩
の
義
絶
は
解

か
れ
、
盤
珪
と
愛
宕
家

一
族
と
の
法
縁
も
ま
た
元
の
如
く
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
お
よ
そ
元
禄
初
年

の
頃
と
思
わ
れ
る
。

盤
珪

示
寂

二
年
後
の
元
禄
八
年

(
一
六
九
五
)

の
春
、
禅
岩
は
開
山

一
綜
の
五
十
遠
年
諜
を
嚴
修

の
上
、
秋
七
月
、
法
常
寺
を
退
隠
す

る
。
法
常
寺

四
世
の
住
席
を
継
い
だ

の
は
、
高
弟
晦
之
文
光
で
あ

っ
た
。
晦
之
も
も
と
は
豊
前
彦
山
二
百
五
十
坊
中

の

一
住
僧

で
あ

っ
た

が
、
禅
岩

(祖
運
)
の
影
響
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
改
衣
転
宗
し
て
盤
珪
の
会
下
に
参
じ
、
久
し
く
行
業
純

一
を
以

っ
て
聞
こ
え
た
。

禅
岩
と
出
自
を
同
じ
く
し
、
更
に
同
参
の
因
縁
に
よ

っ
て
、
召
さ
れ
て
禅
岩
の
弟
子
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く

て
法
常
寺
に
は
盤
珪

の
不
生
禅
に
参
じ
た
彦
山
出
身
の
禅
僧
が
、
二
代
に
わ
た

っ
て
継
席
し
た
こ
と
に
な
る
。

後
に
晦
之
は
前
住
禅
岩
に
先
ん
じ
て
宝
永
元
年

(
一
七
〇
四
)
に
遷
化
し
、
禅
岩
は
再
び
法
常
寺
に
復
す
る
が
、
宝
永
四
年
に
示
寂
す

る
。
そ

の
辺
の
あ
わ
た
だ
し
い
経
緯
を
述
べ
る
だ
け
の
余
裕
は
な
い
。

彦
山
大
権
現
の
こ
と
で
拙
文
を
終
わ
り
た

い
。
享
保
十
四
年

(
一
七
二
九
)
、
霊
元
法
皇
の
院
宣
に
よ

っ
て
彦
山
は
英
彦
山
の
美
称
を
賜

る
こ
と
に
な
り
、
同
十
九
年
に
は
更
に
法
皇
震
筆
の

「英
彦
山
」
の
勅
額
が
下
賜
さ
れ
て
、
九
州
に
お
け
る
英
彦
山
大
権
現
の
勢
威
は
、

い
よ

い
よ
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な

っ
た
。
そ
の
こ
と

の
実
現
に
奔
走
し
た
小
倉
藩

の
功
績
を
、
世
の
史
家
は
評
価
す

る
が
、
そ
の
か
げ
に

彦
山
出
身
の
愛
宕
家

一
族

の
強
い
意
向
の
存
し
た
こ
と
も
、
忘
れ

て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。



禅
岩

(祖
運
)
俗
系

岩
倉
具
尭

岩
倉
具
起

彦
山
座
主

有
清

一
綜
文
守

彦
山
座
主

亮
有

権
大
納
言

権
中
納
言

難
一
鷺

(祖
運
)

霊
元
天
皇

田仁
和
寺
門
主

寛
隆
法
親
王
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禅
岩

(祖
運
)
法
系

法
常
開
山
永
源
八
十
世

一
縣
文
守

永
源
八
十

一
世

口
雪
文
岩

源
八
十
二
世

石
鼎
文
頑

法
常
二
世

雪
光
文
喧

大
和
安
明
開
山

知
明
浄
因

法
常
三
世

禅
岩
文
心

法
常
四
世

晦
之
文
光
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追
記「禅

岩
文
心
」
の

一
文
は
、
曽

て
某
氏
の
頒
寿
記
念
の
文
集
に
、

「盤
珪
下
の
祖
運
」
と
し
て
投
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
引
用
の
盤
珪
書
状

に

一
行
分
の
脱
落
が
あ
り
、
誤
ち
を
正
し
て
再
度
書
き
改
め
た
。
安
国
寺
蔵
の
盤
珪
書
状
は
、
も
と
山
科
地
蔵
寺

(盤
珪
再
興
、
現
廃
寺
)

旧
蔵
の
も

の
で
あ
る
。


